
職業紹介事業報告書の
電子申請マニュアル

厚生労働省職業安定局需給調整事業課



はじめに

職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需給調整の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適
正な運営を確保するためには、行政による一方的な監督のみでは、必ずしも十分に対応できるものではなく、定期的に事
業活動の状況の報告を求めることにより行政として事業活動の状況を常時把握し、適宜、適切な指導、監督を行えるよう
にしておくことが必要となります。このため、職業安定法（昭和22年法律第141号）（以下「安定法」という。）第32条の
16等において、職業紹介事業者に対して職業紹介事業を行う事業所ごとの事業報告書の作成及び提出を求めています。

皆様から提出された事業報告書は職業紹介事業の運営状況を把握するための基礎的な資料として集計され、各施策の検
討時に必要に応じて活用されるとともに、厚生労働省ホームページ等を通じて公表しております。また、職業紹介事業が
適正に運営されるよう職業紹介事業所等への指導時にも必要に応じて活用しているところです。

ご担当の皆様にはお手数をおかけしますが、職業紹介事業の適切な実態把握のため、事業報告書は当該職業紹介事業所
の実態をありのまま記載いただくとともに、期日までのご提出にご協力をいただくようお願い申し上げます。

なお、事業報告書が提出期限までに提出されなかった場合、安定法第50条の規定に基づき必要な事項の報告を求める場
合があり、これに従わず報告せず、又は虚偽の報告をした場合には罰せられる可能性があります。

【参考】
〇職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）（抄）

第三十二条の十六 有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生
労働大臣に提出しなければならない。
２～３ 略

第五十条 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者（第二十九条第一項の規定により
無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。）、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業
を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させることができる。

第六十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
一～八 略
九 第四十九条又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十以下 略
※無料職業紹介事業についても安定法第三十三条等で準用。

職業紹介事業報告を求める趣旨等について
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全体の手順の説明

ポイント 職業紹介事業報告書の電子申請での提出は、e-Gov（※）を利用して行います。
大まかに以下の３つのステップで提出します。

STEP １ 職業紹介事業報告書の作成

STEP ２ 電子申請の準備

STEP ３ 電子申請の実施

※デジタル庁が運営し、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用して、行政機関のポータ
ルサイトとして、各機関等がインターネットを通じて発信している行政情報を総
合的・一元的に提供しているほか、各省庁に対する電子申請を24時間365日受け付
ける窓口サービスを提供しています。 https://www.e-gov.go.jp/

提出する職業紹介事業報告書を作成します。
→２～４ページを参照して作業を行ってください。

e-Govで電子申請を行うにあたり必要となるものを事前に準備します。
→５ページを参照して作業を行ってください。

e-Govにアクセスして実際に電子申請を行い、職業紹介事業報告書を提出します。
→６～１６ページを参照して作業を行ってください。

職業紹介事業報告を電子申請（e-Gov）で提出する
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https://www.e-gov.go.jp/


STEP 1 職業紹介事業報告書の作成

ポイント 提出する書類は以下になります。

○職業紹介事業報告書

事業報告書は職業紹介事業所ごとに１つ作成する必要があります。
職業紹介事業所が３つあった場合、３つの事業所の数値を合算して１つの事業報告書として作成することはできません。各々の事業
所で１つ、計３つの事業報告書を作成することになります。

電子申請で提出する場合は原則として所定の様式にて作成して、そのファイルを提出してください。

提出する書類について

ー2ー

ポイント 作成・提出する職業紹介事業報告書を厚生労働省のHPまたはe-Govからダウンロードします。

①使用する職業紹介事業報告書の様式について
以下のＷＥＢページまたはe-Govから「職業紹介事業報告書（様式第８号）」の様式をダウンロードし、必要な数の職業紹介事業報告

書を作成してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html

②ファイル名について
ファイル名を「（許可番号）職業紹介事業報告書」に変更してください。また、数字記号は半角としてください。

③電子申請時の操作方法について
電子申請時の添付書類追加画面にて、作成した職業紹介事業報告書を添付してください。１項目あたり１件の添付が可能です。項目

が足りない場合は画面下部の「追加」を選択して、項目を増やして職業紹介事業報告書を添付してください。
→具体的な操作方法は14ページで説明しています。

○第二種特別加入保険料に充てるべき手数料に係る手数料管理簿（当該手数料を徴収している場合）

紹介により就職した者のうち第二種特別加入保険料（労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第５号の作業に従事する者に対する保険料）に充て
るべき手数料を徴収した場合は、手数料管理簿の写しを上記報告書に添えて提出が必要です。

電子申請で提出する場合、手数料管理簿をスキャナーで読み取るなどPDF形式にしたファイルを提出してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html


ポイント 職業紹介事業報告書は全４面となります。このうち入力が必要なものは第１～２面となります。（第３～４面は記載要領のた
め入力項目なし。）

①基本情報及び活動状況等（第１面）
職業紹介事業所の名称、所在地等の基
本情報、求人・求職・就職・離職等の
活動情報を記載

②収入状況等（第２面）
求人者（上限制）手数料、
求人受付手数料、求人者
（届出制）手数料、求職者
受付手数料、従事者数、返
戻金制度の有無、従業員教
育について記載

③記載要領（第３～４面）
用語の説明や報告書の記載
方法等を説明しています。
入力項目はありません。

④入力案内等（別シート）
入力に当たっての案内、職
種コードを説明しています。
説明のみで入力項目はあり
ません。

作成にあたっては、職業紹介事業報告書の第３～４面の記載要領やエクセルシートの「第１・２面入力案内」を参照してください。

（補足）職業紹介事業報告書の構成等

職業紹介事業報告書は大別すると以下①～④で構成されています。

STEP 1 職業紹介事業報告書の作成

ー３ー



ポイント 許可番号は職業紹介事業許可証に記載されています。
許可番号は付与後、住所の変更等により事業主管轄労働局が変更される場合を除いて、変更されることはありません。

（補足）許可番号について

①都道府県を表すコードを表示します。「都道府県コード表」に定める２桁の数字で表す。
②有料職業紹介事業である旨の表示です。「ユ」の文字をもって表します。
③事業主の一連番号です。管轄労働局ごとに６桁の数字をもって表します。

①

〇〇ーユー●●●●●●
② ③

STEP 1 職業紹介事業報告書の作成

ー４ー

職業紹介事業許可証

事業所枝番

修正案（溶け込み）

番号 対応する労働局 番号 対応する労働局 番号 対応する労働局 番号 対応する労働局 番号 対応する労働局

1 北海道労働局 11 埼玉労働局 21 岐阜労働局 31 鳥取労働局 41 佐賀労働局

2 青森労働局 12 千葉労働局 22 静岡労働局 32 島根労働局 42 長崎労働局

3 岩手労働局 13 東京労働局 23 愛知労働局 33 岡山労働局 43 熊本労働局

4 宮城労働局 14 神奈川労働局 24 三重労働局 34 広島労働局 44 大分労働局

5 秋田労働局 15 新潟労働局 25 滋賀労働局 35 山口労働局 45 宮崎労働局

6 山形労働局 16 富山労働局 26 京都労働局 36 徳島労働局 46 鹿児島労働局

7 福島労働局 17 石川労働局 27 大阪労働局 37 香川労働局 47 沖縄労働局

8 茨城労働局 18 福井労働局 28 兵庫労働局 38 愛媛労働局

9 栃木労働局 19 山梨労働局 29 奈良労働局 39 高知労働局

10 群馬労働局 20 長野労働局 30 和歌山労働局 40 福岡労働局

ポイント
都道府県を表すコードと対応表は以下のとおり。
例えば「13」は東京労働局を表します。



ポイント

STEP 2 電子申請の準備

必要となるもの 必要となる理由 取得方法等の説明ページ ＱＲコード

①e-Gov等のアカウ
ント

e-Govにログインするためのアカウントが必要です。
https://shinsei.e-
gov.go.jp/contents/preparation/b
eginner/account.html

②ブラウザの設定
ブラウザのポップアップブロックが有効のまま利用すると、正
しく画面が表示されない場合がありますので解除が必要です。

https://shinsei.e-
gov.go.jp/contents/preparation/p
opupblock.html

③e-Gov電子申請ア
プリケーションの
インストール

e-Govの電子申請はこのアプリケーションで行いますので、事
前のインストールが必要です。

https://shinsei.e-
gov.go.jp/contents/preparation/in
stall.html#windows

④電子証明書

提出者の確認のため電子証明書の添付が必要です。（別途、電
子証明書(電子署名用証明書)の取得費用の取得費用がかかりま
す。詳しくはリンク先をご確認ください。）

https://shinsei.e-
gov.go.jp/contents/preparation/c
ertificate/

電子証明書の替わりにＧビズIDでも手続が可能です。（現状、
GビズIDの利用に料金は発生しません。）
（法人代表者又は個人事業主（以下「事業主」という。）のア
カウントであるGビズIDプライムと、組織の従業員用のアカウ
ントとして事業主が作成するGビズIDメンバーを利用すること
で、電子証明書の添付なしで手続することができます。）

https://gbiz-id.go.jp/top/

以下①～④が必要となりますので、表中のリンクＵＲＬから説明ページを参照して準備してください。
e-Govにおいて初心者ガイド等を公開していますので、こちらもご活用ください。

〇e-Govの利用準備 〇e-Govを初めてお使いの方へ
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/beginner

e-Govの電子申請で必要となるもの
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https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/beginner/account.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/beginner/account.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/beginner/account.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/popupblock.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/popupblock.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/popupblock.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/install.html#windows
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/install.html#windows
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/install.html#windows
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/beginner


ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

ポイント 以下①～⑮の手順で進めていきます。

提出完了です。お疲れ様でした！！

①デスクトップから「e-Gov電子申請アプリケーション」を起動
・・・7ページ

②ログイン画面でアカウント情報を入力 ・・・7

③マイページ画面の上部から手続検索画面へ移動 ・・・8

④手続検索画面から職業紹介事業報告書の提出手続きを検索
・・・8

⑤検索結果一覧から事業報告書の提出手続へ移動 ・・・9

⑥申請書入力画面から申請者情報入力画面へ移動します。
・・・9 

⑦職業紹介事業報告書を基に申請者情報を入力します。
・・・10

⑧申請書入力画面から連絡先情報入力画面へ移動します。
・・・10

⑨連絡先情報を入力します。 ・・・11

⑩電子申請システムで受け付けることを希望する旨の届出を入
力します。 ・・・12

⑪申請書入力画面から添付書類追加画面に移動します。
・・・12

⑫職業紹介事業報告書を添付します。 ・・・13

⑬提出先を選択します。 ・・・14

⑭電子署名を実施します。 ・・・15

⑮職業紹介事業報告書を提出します。 ・・・16

e-Govの電子申請の実施手順

ー６ー



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

①デスクトップから「e-Gov電子申請アプリケーション」を起動

デスクトップ上の「e-Gov電子申請アプリケーション」をダブ
ルクリックして、アプリケーションを起動します。

②ログイン画面でアカウント情報を入力

「STEP2 電子申請の準備」で用意したe-Gov等のアカウントを
利用して認証（ログイン）を行います。

アカウント登録時で使用したメールアドレスとパスワードを入
力して、ログインをクリックします。

なお、GビズIDを利用する場合は「ＧビズIDでログイン」をク
リックして、画面の指示に従って操作してください。

ー７ー



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

③マイページ画面の上部から手続検索画面へ移動

マイページ画面の上部にある「手続検索」をクリックします。

④手続検索画面から職業紹介事業報告書の提出手続きを検索

手続検索画面の「手続名称から探す」の入力欄に、「職業紹介
□事業報告」（□は全角スペース）と入力して、「検索」をク
リックします。

ー８ー



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑤検索結果一覧から事業報告書の提出手続へ移動

検索結果一覧から「職業紹介事業に係る事業報告書の提出」を
探し出して、その手続の「申請書入力へ」をクリックします。

⑥申請書入力画面から申請者情報入力画面へ移動します。

「１．基本情報」の申請者情報の右側にある「申請者情報を設
定」をクリックします。

ー９ー



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑦職業紹介事業報告書を基に申請者情報を入力します。

職業紹介事業報告書の第１面の情報を基に該当する項目に入
力してください。任意項目は適宜入力してください。

入力後に画面下部の「内容を確認」をクリックします。

⑧申請書入力画面から連絡先情報入力画面へ移動します。

「１．基本情報」の連絡先情報の右側にある「連絡先情報を設
定」をクリックします。
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ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑨連絡先情報を入力します。

個人・法人を選択した上で、以降の項目について、職業紹介事業
報告書の作成担当者の情報を入力してください。（選択すること
で入力項目が変化します。）

職業紹介事業報告書の提出後に記載内容に不備等があった場合は、
この情報を基に労働局から連絡を行う場合があります。
特に電話番号や電子メールアドレスは、担当者に連絡が取れるも
のをお間違えの無いよう入力してください。

入力後に画面下部の「内容を確認」をクリックします。

ー11ー



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

入力項目名 入力内容

① 手続名 「職業紹介事業に係る事業報告書の提出」と入力

② 申込日 職業紹介事業報告書の提出日を入力

③ フリガナ 申請者情報の「代表者氏名」のフリガナを入力

④ 申込者氏名 申請者情報の「代表者氏名」を入力

⑤ 郵便番号 申請者情報の「郵便番号」を入力

⑥ 住所
申請者情報の「住所１（市町村、行政区及び町名番地）」
及び住所２（ビル名、建物名、マンション名等）を入力

⑦ 電話番号 申請者情報の「電話番号」を入力

⑧ 備考 （入力の必要はありません）

⑩電子申請システムで受け付けることを希望する旨の届出を入
力します。

画面上の項目について以下のとおり入力してください。

⑪申請書入力画面から添付書類追加画面に移動します。

「添付書類」の右側にある「書類を添付」をクリックします。

ー12ー

①

②
③
④

⑤

⑥

⑦

⑧



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑫職業紹介事業報告書を添付します。

画面上部の任意の項目において職業紹介事業報告書を添付しま
す。まず、提出形式を「添付」を選択、次に「参照」をクリッ
クします。

添付ファイルを参照画面が表示されるので、「STEP 1 職業紹
介事業報告書の作成」の「職業紹介事業報告書の作成・提出方
法の選別」で作成した職業紹介事業報告書の様式を選択して、
「開く」をクリックします。

前画面で選択した職業紹介事業報告書の様式が反映されました。

添付ファイルのファイル数の上限は99ファイル、最大容量（合
計）は100MBです。ご注意ください。

ー13ー



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑬提出先を選択します。

ー14ー

まず、「提出先を選択」をクリックします。

提出先選択画面が表示されるので、提出先の労働局を選択します。
※提出先は職業紹介事業者の住所を管轄する労働局となります。
（職業紹介事業所の所在地を管轄する労働局ではありません。）
複数の職業紹介事業所がある場合であっても職業紹介事業者の住
所を管轄する労働局に一括して提出します。

管轄の労働局が不明の場合は許可番号から判別することもできま
す。許可番号の●●の部分とこれに対応する労働局名を以下から
探します。
（許可番号の構成）※枝番号は除外します。
●●ーユー〇〇〇〇〇〇
例えば許可番号が「１３ーユー１２３４５６」の場合は「１３」
に対応する「東京労働局」が管轄の労働局となり、職業紹介事業
報告書の提出先となります。

画面下部の「設定」をクリックします。

最後に画面下部の「内容を確認」をクリックします。



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑭電子署名を実施します。

電子署名を行う文書・⑫で添付した職業紹介事業報告書が表示
されますので、、これら全てにチェックを入れて、「設定」を
クリックします。

証明書の選択画面が表示されます。
表示されている電子証明書の内容が、「STEP２ 電子申請の準
備」の「e-Govの電子申請で必要となるもの」の「④電子証明
書」で準備したものか確認します。同一の場合は「ＯＫ」をク
リックします。

電子証明書を複数登録されているような場合、環境によっては
目的の証明書が表示されていない場合があります。
その場合、「その他」をクリックすることで、利用者様の端末
に登録されている証明書の一覧がリストアップされます。

リストアップされた証明書の中から目的の証明書を選択し、
「OK」ボタンをクリックすることで、目的の証明書を利用して
電子署名を行うことができます。

電子証明書の
内容が表示さ
れます。

「②ログイン画面でアカウント情報を入力」でGビズID（Gビズ
IDプライムもしくはGビズIDメンバーに限る）でログインした
場合は、当該作業は不要となります。

ー15ー



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑮職業紹介事業報告書を提出します。

これまでの入力内容が表示されます。
問題なければ「提出」をクリックします。

職業紹介事業報告書が提出されました。

届出の状況は③のマイページ画面上の「直近の案件」又は画面
上部の「申請案件一覧」をクリックすると確認できます。
処理状況のステータスの内容は以下のとおりです。

ご注意！！
提出された職業紹介事業報告書の内容に疑義がある場
合、後日、労働局から問い合わせる可能性があります。
そのため、「申請書控えダウンロード」をクリックし
て控えを保管するか、又は職業紹介事業報告書（「⑫
職業紹介事業報告書を添付します。」で添付したファ
イル全てをご利用者側にて保管（ご利用の端末のデス
クトップにバックアップ等）しておいてください。ー16ー

ステータス 内容

到達 e-Govに届出が到達した状態

審査中 職員が届出を確認し、処理中である状態

審査終了
職員が届出を処理完了した状態（労働局からのお知らせ文等がない場合は、こ
こで手続終了です。）

手続終了
処理完了後、利用者様でお知らせ文等をダウンロードした状態（お知らせ文が
ない場合もあります。）



操作方法等のお問合せ先

・e-Govの電子申請の操作方法等について

・職業紹介事業報告書の記載の仕方や職業紹介事業制度全般について

ー17ー

ご不明な点は以下までお問合せください。

専用のe-Gov利用者サポートデスクまでお問合わせください。
ご連絡先は以下をご確認ください。
https://www.e-gov.go.jp/contact

各都道府県労働局の需給調整事業課（室）までお問合せください。
ご連絡先は以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html

https://www.e-gov.go.jp/contact
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html


提出完了です！！

最後までありがとうございました。
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